
川西市水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規程を

ここに公布する。 

令和８年３月３１日 

川西市上下水道事業管理者　酒　本　恭　聖 

川西市上下水道事業管理規程第　４　号 

 

川西市水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程の一部を改正す

る規程 

 

川西市水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程（平成１９年水道事業管

理規程第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄

にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

(1)　改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を

当該改正後部分に改める。 

(2)　改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3)　改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

 

付　則 

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 改正前 改正後

 第２条　企業職員に支給する旅費の額及

び支給方法等については、川西市職員

等の旅費に関する条例（昭和４４年川

西市条例第７号）及び川西市職員等の

旅費に関する条例施行規則（昭和４４

年川西市規則第１１号）の例による。

第２条　企業職員に支給する旅費の額及

び支給方法等については、川西市職員

等の旅費に関する条例（昭和４４年川

西市条例第７号）及び川西市職員等の

旅費に関する条例施行規則（令和８年

川西市規則第９号）の例による。


